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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
総
合
運
動
場
条
例
施
行
規
則�

（
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
）　
　

一

〇
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
管
理
規
則�

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則�

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　
　

五

〇
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

一
三

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
薬　

務　

課
）　

一
三

訓

令

甲

〇
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

（
人　

事　

課
）　

一
四

告

示

〇
道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�
（
道　

路　

課
）　

一
四

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
管
理
規
則
及
び
総
合
運
動
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る

規
則�
一
五

〇
自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�
一
五

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

一
七

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

一
七

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
地
域
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�

一
七

規

則

　

総
合
運
動
場
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
三
号
　

　
　
　
総
合
運
動
場
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
総
合
運
動
場
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第

二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
合
運
動
場
（
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
総
合
運
動
場
の
う
ち
宮
城
県
宮
城
野
原
公

園
総
合
運
動
場
の
駐
車
場
（
以
下
「
駐
車
場
」
と
い
う
。）、
宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
及
び
宮
城
県
総
合
運
動
公
園

の
宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
管
理
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
使
用
者
及
び
入
場
者
の
遵
守
事
項
）

第
二
条　

総
合
運
動
場
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

使
用
す
る
権
利
を
他
の
者
に
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
転
貸
し
な
い
こ
と
。

　

二　

現
状
を
変
更
し
な
い
こ
と
。

　

三　

使
用
目
的
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

　

四　

使
用
許
可
を
受
け
た
施
設
以
外
の
施
設
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
。

　

五　

使
用
許
可
を
受
け
た
設
備
器
具
以
外
は
、
使
用
し
な
い
こ
と
。

　

六　

総
合
運
動
場
内
の
秩
序
又
は
風
俗
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
入
場
さ
せ
な
い
こ
と
。

　

七　

使
用
施
設
に
係
る
施
設
内
の
秩
序
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

八　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
が
指
示
す
る
こ
と
。

２　

駐
車
場
を
使
用
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

駐
車
場
内
の
秩
序
又
は
風
俗
を
乱
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

　

二　

駐
車
場
の
施
設
設
備
を
損
傷
し
な
い
こ
と
。

　

三　

駐
車
場
内
に
お
い
て
他
の
自
動
車
の
駐
車
の
妨
げ
と
な
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

　

四　

標
識
及
び
係
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
指
示
す
る
こ
と
。

３　

総
合
運
動
場
に
入
場
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

総
合
運
動
場
内
の
秩
序
又
は
風
俗
を
乱
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

　

二　

総
合
運
動
場
内
に
お
い
て
他
の
者
の
妨
げ
と
な
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
（
駐
車
場
に
あ
っ
て
は
、
知
事
）
が
指
示
す
る
こ
と
。

　

（
職
員
の
立
入
り
）

第�

三
条　

知
事
又
は
指
定
管
理
者
は
、
秩
序
の
維
持
又
は
施
設
設
備
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
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を
使
用
中
の
施
設
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
使
用
料
の
納
入
）

第�
四
条　

駐
車
場
の
使
用
に
係
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
別
に
定
め
る
方
法
は
、
現
金
に
よ
り
納
入
す
る

方
法
と
す
る
。

　

（
申
請
書
）

第
五
条　

条
例
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

条
例
第
十
条
第
二
項
の
行
為
許
可
申
請
書　

様
式
第
一
号

　

二　

条
例
第
十
二
条
第
四
項
の
使
用
料
後
納
申
請
書　

様
式
第
二
号

　

三　

条
例
第
十
二
条
第
七
項
の
使
用
料
返
還
申
請
書　

様
式
第
三
号

　

四　

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
使
用
料
免
除
申
請
書　

様
式
第
四
号

　

（
申
請
書
の
経
由
）

第�

六
条　

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書
は
、
駐
車
場
に
係
る
も
の
を
除
き
指
定
管
理
者
を
経

由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
終
了
の
届
出
）

第�

七
条　

総
合
運
動
場
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
総
合
運
動
場
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨

を
指
定
管
理
者
に
届
け
出
て
点
検
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
委
任
）

第�

八
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
運
動
場
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
知
事
又
は
知
事
の
承

認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）宮
城
県
宮
城
野
原
公
園
総
合
運
動
場
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
　
行
為
許
可
申
請
書

宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
　
　
　
　
　
　
　
　年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
殿

住
　
　
　
　
所
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
請
者
　
　
氏
名
又
は
名
称
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
代
表
者
氏
名
）

（
電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
下
記
の
と
お
り
行
為
を
行
い
た
い
の
で
許
可
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

使
用

日
時

（
行
為
期
間
）

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時
か
ら
　
　
　
　
　
時
間

　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時
ま
で

行
事
名
及
び
行
事
内
容

（
行
為
目
的
）

入
場
料
徴
収
の
有
無

有
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無

行
事
担
当
者

（
電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

行
為
を
行
う
場
所

（
行
為
場
所
）

※
使

用
料

円
　
　
　

そ
の
他
必
要
な
事
項

行
為

内
容

区
分

数
量

備
　
　
　
　
　
考

販
売

写
真

撮
影

映
画

撮
影

ラ
ジ
オ
放
送

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

独
占

利
用

広
告

（
注
）
１
　
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
２
　
団
体
で
使
用
す
る
場
合
は
，
そ
の
代
表
者
が
行
為
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
３
　
申
請
書
名
の
該
当
し
な
い
施
設
を
　
　
で
消
す
こ
と
。
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様
式
第
2
号
（
第
５
条
関
係
）宮
城
県
宮
城
野
原
公
園
総
合
運
動
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
　
使
用
料
後
納
申
請
書

宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
殿

住
　
　
　
　
所
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
請
者
　
　
氏
名
又
は
名
称
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
代
表
者
氏
名
）

（
電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
下
記
の
理
由
に
よ
り
使
用
料
後
納
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

許
可

年
月

日
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

指
令

番
号

指
令
第
　
　
　
　
　
　
　
号

前
納
で
き
な
い
理
由

備
考

（
注
）
申
請
書
名
の
該
当
し
な
い
施
設
を
　
　
で
消
す
こ
と
。

様
式
第
3
号
（
第
５
条
関
係
）宮
城
県
宮
城
野
原
公
園
総
合
運
動
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
　
使
用
料
返
還
申
請
書

宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
殿

住
　
　
　
　
所
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
請
者
　
　
氏
名
又
は
名
称
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
代
表
者
氏
名
）

（
電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
下
記
の
理
由
に
よ
り
使
用
料
を
返
還
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

許
可

年
月

日
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

指
令

番
号

指
令
第
　
　
　
　
　
　
　
号

返
還
を
受
け
よ
う
と
�

す
る

金
額

円
　

返
還
を
受
け
よ
う
と
�

す
る

理
由

※
　
調

定
額

円
　

※
　
返

還
額

円
　

※
　
返
還
後
の
金
額

円
　

（
注
）
１
　
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
２
　
申
請
書
名
の
該
当
し
な
い
施
設
を
　
　
で
消
す
こ
と
。
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�

　
　
　
　

　

宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
管
理
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
管
理
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）

第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
（
以
下
「
射
撃
場
」
と
い
う
。）
の
管
理
に
関
し
、
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
使
用
者
の
遵
守
事
項
）

第
二
条　

射
撃
場
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

許
可
を
受
け
た
使
用
目
的
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

　

二　

あ
ら
か
じ
め
許
可
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
射
撃
場
の
現
状
を
変
更
し
な
い
こ
と
。

　

三　

使
用
許
可
を
受
け
た
施
設
以
外
の
施
設
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
。

　

四　

使
用
許
可
を
受
け
た
設
備
以
外
の
設
備
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

　

五�　

許
可
な
く
射
撃
場
内
に
お
い
て
寄
附
金
の
募
集
、
物
品
の
販
売
又
は
飲
食
物
の
提
供
を
行
わ
な
い
こ
と
（
第
三

者
に
行
わ
せ
る
場
合
を
含
む
。）。

　

六　

許
可
な
く
射
撃
場
内
に
お
い
て
広
告
物
の
掲
示
若
し
く
は
配
布
又
は
看
板
立
札
等
の
設
置
を
行
わ
な
い
こ
と
。

　

七　

酒
気
を
帯
び
て
射
撃
場
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

　

八　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

２�　

ス
モ
ー
ル
ボ
ア
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
又
は
エ
ア
ー
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
使
用
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一�　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
銃
刀
法
」
と
い
う
。）
第
七
条
に
規
定

す
る
許
可
証
を
指
定
管
理
者
に
提
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

　

二�　

宮
城
県
公
安
委
員
会
が
銃
刀
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
銃
砲
及
び
実
包
以
外
は
、
使

用
し
な
い
こ
と
。

　

三�　

公
益
社
団
法
人
日
本
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協
会
（
昭
和
四
十
六
年
九
月
十
七
日
に
社
団
法
人
日
本
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協

会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
が
定
め
る
危
害
予
防
規
程
に
従
い
、
射
撃
の
安
全
に
注
意
す
る

こ
と
。

様
式
第
4
号
（
第
５
条
関
係
）宮
城
県
宮
城
野
原
公
園
総
合
運
動
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
　
使
用
料
免
除
申
請
書

宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

　
宮
城
県
知
事
　
殿

住
　
　
　
　
所
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
請
者
　
　
氏
名
又
は
名
称
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
代
表
者
氏
名
）

（
電
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
下
記
の
理
由
に
よ
り
使
用
料
の
全
部
（
一
部
）
を
免
除
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

許
可

年
月

日
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

指
令

番
号

指
令
第
　
　
　
　
　
　
　
号

行
事
名
及
び
行
事
内
容

使
用

日
時
　
　
　
　
自
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時

　
　
　
　
至
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時

使
用
施
設
又
は
設
備

行
為

内
容

使
用

料
円
　

免
除
を
受
け
よ
う
と
�

す
る

理
由

※
　
調

定
額

円
　

※
　
免

除
額

円
　

※
　
免
除
後
の
金
額

円
　

（
注
）
１
　
※
印
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
２
　
申
請
書
名
の
該
当
し
な
い
施
設
を
　
　
で
消
す
こ
と
。
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四　

常
に
銃
器
、
弾
薬
の
保
全
に
留
意
し
、
射
撃
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
使
用
者
が
責
任
を
も
っ
て
保
管
す
る
こ
と
。

　

五　

射
座
以
外
の
場
所
で
射
撃
を
行
わ
な
い
こ
と
。

　

六　

伏
射
、
立
射
又
は
し
っ
射
以
外
の
射
撃
を
行
わ
な
い
こ
と
。

　

七�　

連
発
式
の
銃
砲
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
の
許
可
を
得
て
一
発
ず
つ
装
て
ん
し
て
使
用
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
施
設
へ
の
立
入
り
）

第�

三
条　

指
定
管
理
者
は
、
秩
序
の
維
持
及
び
施
設
設
備
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
中
の
施
設

に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
使
用
終
了
の
届
出
）

第�

四
条　

使
用
者
は
、
射
撃
場
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
指
定
管
理
者
に
届
け
出
て
点
検
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
委
任
）

第�

五
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
射
撃
場
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
指

定
管
理
者
が
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条
　
こ
の
規
則
は
、
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
宮
城
県
条
例
第
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
販
売
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
二
条　

条
例
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
ふ
ぐ
の
卸
売
業
者
と
す
る
。

　

（
免
許
を
与
え
ら
れ
る
者
）

第�

三
条　

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
他
の
都
道
府
県
等
で
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
免
許
等
を
受
け
て
い

る
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
他
の
都
道
府
県
等
で
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
免
許
又
は
認
定
等
（
以
下
「
免
許
等
」

と
い
う
。）
を
受
け
て
い
る
者
で
当
該
他
の
都
道
府
県
等
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
と
同
等
以
上
の

試
験
（
以
下
「
同
等
以
上
の
試
験
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
も
の
と
す
る
。

　

（
免
許
の
申
請
）

第�

四
条　

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
申
請
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一�　

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
同
等
以
上
の
試
験
に
合
格
し
、
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
免
許
等
を
受
け
て
い
る
旨
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）

　

二�　

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十

九
条
の
三
に
規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の

出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
、
住
民
基

本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

定
法
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）

　

三�　

精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
麻
薬
、
あ
へ
ん
、
大
麻
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医

師
の
診
断
書

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
心
身
の
障
害
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第�

五
条　

条
例
第
七
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
の
業
務
を
適
正
に

行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

　

（
障
害
を
補
う
手
段
等
の
考
慮
）

第�

六
条　

知
事
は
、
免
許
の
申
請
を
行
っ
た
者
が
前
条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

者
に
当
該
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
利
用
し
て
い
る
障
害
を
補
う
手
段
又
は

当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
が
補
わ
れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
）

第
七
条　

条
例
第
八
条
第
一
項
の
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
免
許
証
）

第
八
条　

条
例
第
八
条
第
三
項
の
免
許
証
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
名
簿
の
訂
正
の
申
請
）

第
九
条　

条
例
第
十
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
訂
正
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
登
録
の
消
除
の
申
請
）

第�

十
条　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
登
録
消
除
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
る
も
の
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と
す
る
。

　

（
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第�
十
一
条　

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

　

（
再
交
付
の
申
請
）

第�

十
二
条　

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

　

（
試
験
の
方
法
）

第�

十
三
条　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。）
は
、
学
科
試
験
及

び
実
技
試
験
に
よ
り
行
う
。

２　

試
験
の
科
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

学
科
試
験

　
　

イ　

水
産
食
品
の
衛
生
に
関
す
る
知
識

　
　

ロ　

ふ
ぐ
に
関
す
る
一
般
知
識

　

二　

実
技
試
験　

ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
技
術

３　

実
技
試
験
は
、
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４�　

学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
学
科
試
験
に
合
格
し
た
年
度
の
翌
々
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行

わ
れ
る
試
験
の
学
科
試
験
を
免
除
す
る
。

　

（
試
験
の
公
告
）

第�

十
四
条　

知
事
は
、
試
験
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
場
所
、
期
日
、
受
験
願
書
の
提
出
期
日
そ
の
他
試
験
に

必
要
な
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
公
告
す
る
。

　

（
受
験
願
書
等
）

第�

十
五
条　

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
受
験
願
書
（
様
式
第
八
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一�　

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。）

　

二　

条
例
第
十
八
条
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

２�　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
代
え
て
、
学
科
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

知
事
は
、
第
一
項
の
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
受
験
願
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
受
験
願
書
を
提

出
し
た
者
に
受
験
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
合
格
証
書
の
交
付
）

第
十
六
条　

知
事
は
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に
、
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
合
格
証
書
（
様
式
第
九
号
）
を
交
付
す
る
。

２�　

知
事
は
、
学
科
試
験
の
み
に
合
格
し
た
者
に
、
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
学
科
試
験
合
格
証
明
書
（
様
式
第
十
号
）
を
交

付
す
る
。

　

（
身
分
証
明
書
）

第
十
七
条　

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
都
道
府
県
等
食
品
衛
生
監

　

視
指
導
計
画
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
一
年
内　

閣　

府

厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
品
衛
生

　

監
視
員
の
証
と
す
る
。

　

（
書
類
の
経
由
）

第�

十
八
条　

条
例
又
は
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
住
所
地
を

所
管
す
る
保
健
所
長
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
仙
台
市
又
は
県
外
の
区
域
に
住
所
を
有
す
る
者
が
提
出

す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
条
例
の
施
行
の
際
現
に
ふ
ぐ
の
処
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
）

２�　

条
例
附
則
第
二
項
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
ふ
ぐ
の
処
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
県
の
ふ
ぐ
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
昭
和
五
十
九
年
八
月
二
十
日
施

行
）
第
九
の
二
の
規
定
に
よ
り
ふ
ぐ
取
扱
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ふ
ぐ
取
扱
者
（
調
理
・
加
工
・
販
売
の
区
分

に
限
る
。）
及
び
仙
台
市
の
ふ
ぐ
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
施
行
）
第
九
の
規
定

に
よ
り
ふ
ぐ
取
扱
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ふ
ぐ
取
扱
者
（
調
理
・
加
工
・
販
売
の
区
分
に
限
る
。）
と
す
る
。

　

（
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
等
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

３�　

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
又
は
中
等
学
校
の
二
年
の
課
程
を
修
了
し
た

者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一�　

旧
師
範
教
育
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
百
九
号
）
に
よ
る
附
属
中
学
校
又
は
附
属
高
等
女
学
校
の
第
二
学
年
を

修
了
し
た
者

　

二�　

旧
盲
学
校
及
聾
唖
学
校
令
（
大
正
十
二
年
勅
令
第
三
百
七
十
五
号
）
に
よ
る
ろ
う
あ
学
校
の
中
等
部
第
二
学
年

を
修
了
し
た
者

　

三　

旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
尋
常
科
の
第
二
学
年
を
修
了
し
た
者

　

四　

旧
青
年
学
校
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
二
百
五
十
四
号
）
に
よ
る
青
年
学
校
の
普
通
科
の
課
程
を
修
了
し
た
者



（7）　令和３年３月26日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
　

五�　

内
地
以
外
の
地
域
に
於
け
る
学
校
の
生
徒
、
児
童
、
卒
業
者
等
の
他
の
学
校
へ
入
学
及
び
転
学
に
関
す
る
規
程

（
昭
和
十
八
年
文
部
省
令
第
六
十
三
号
）
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
国
民
学
校
の
高

等
科
を
修
了
し
た
者
、
中
等
学
校
の
二
年
の
課
程
を
終
わ
っ
た
者
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
一
の
取
扱
い
を

受
け
る
者

　

六�　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
知
事
に
お
い
て
試
験
の
受
験
に
関
し
国
民
学
校
の
高
等
科
を
修
了
し
た
者
又
は

中
等
学
校
の
二
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
お
お
む
ね
同
等
の
学
力
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

宮
城
県
収
入
証
紙

貼
り
付
け
欄

ふ
ぐ

処
理

者
免

許
申

請
書　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

住
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
　
絡
　
先
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　

　
下
記
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
の
免
許
を
受
け
た
い
の
で
，
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
５
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
本
籍
地
都
道
府
県
名

　
　（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
そ
の
国
籍
）

　
　
氏
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
生

年
月

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生

　
　
性
　
　
　
　
　
　
　
別

　
　
旧
姓
等
併
記
希
望
　
　
　
　
　
　
有
　
　
　
・
　
　
　
無

　
　
旧
姓
又
は
通
称
名

２
　
　
　
　
　
　
年
度
　
第
　
　
　
回
　
　
　
　
　
都
道
府
県
知
事

市
　
　
　
　
長

区
　
　
　
　
長
実
施
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
試
験
合
格

　
　
試
験
合
格
の
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
道
府
県
知
事

市
　
　
　
　
長

区
　
　
　
　
長
ふ
ぐ
処
理
者
の
免
許
・
認
定
等

　
　
免
許
・
認
定
等
番
号
　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
　
号

　
　
免
許
・
認
定
等
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

４
�　
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
６
条
に
規
定
す
る
免
許
等
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
（
あ
る
と
き
は
，
処
分
都
道
府
県
知
事
等
名
，
処
分
年
月
日
及
び
処
分
を
受
け
た
理
由
）



号外第９号　令和３年３月26日　金曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
（
備
考
）

　
１
　
添
付
書
類

　
　
⑴
�　
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
条
例
第
５
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ

て
は
，
同
等
以
上
の
試
験
に
合
格
し
，
ふ
ぐ
の
処
理
に
関
す
る
免
許
等
を
受
け
て
い
る
旨
を
証
す
る
書
類
の

写
し
）

　
　
⑵
�　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42年
法
律
第
81号
）
第
７

条
第
５
号
に
掲
げ
る
事
項
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
26年

政
令
第
319号

）
第
19条

の
３
に

規
定
す
る
中
長
期
在
留
者
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国

管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
３
年
法
律
第
71号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
に
あ
っ
て
は
，
住
民
基
本
台
帳

法
第
30条
の
45に
規
定
す
る
国
籍
等
）
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。）（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
19

条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
，
旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）

　
　
⑶
�　
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
麻
薬
，
あ
へ
ん
，
大
麻
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す

る
医
師
の
診
断
書

　
２
�　
記
載
事
項
３
に
つ
い
て
は
，
条
例
第
５
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
（
他
の
都
道
府
県
等
で
免
許
等
を
受

け
て
い
る
者
）
の
み
が
記
入
す
る
こ
と
。

　
３
　
宮
城
県
の
発
行
す
る
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

様
式
第
2
号
（
第
７
条
関
係
）

ふ
ぐ
処
理
者
名
簿

登
録

番
号
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
号

登
録
年
月
日

本
籍

地
都

道
府

県
名

（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
そ
の
国
籍
）

氏
名

（
旧
姓
又
は
通
称
名
）

性
別
�

生
年
月
日

　
　
　
年
　
月
　
日
　

免
許
取
消
年
月
日
と
�

そ
の

理
由

名
簿
訂
正
年
月
日
と
�

そ
の

理
由

免
許
証
書
換
え
交
付
�

年
月
日
と
そ
の
理
由

免
許
証
再
交
付
年
月
日
�

と
そ

の
理

由

登
録
の
消
除
年
月
日
と
�

そ
の

理
由

摘
要



（9）　令和３年３月26日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
3
号
（
第
８
条
関
係
）

　　　　　ふぐ処理者免許証

�本籍地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�　　　年　　　月　　　日　生　　　　　

　　　ふぐの処理等の規制に関する条例（令和三年宮城県条例第十八号）によりふぐ処理者の免許を与える。

　　　よって、この証を交付する。

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

�宮城県知事　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　

　ふぐ処理者名簿登録番号　第　　　　　　号

（備考）免許の申請時等に旧姓又は通称名の併記の希望があった場合には、氏名と併せて記載する。

様
式
第
4
号
（
第
９
条
関
係
）

ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
訂
正
申
請
書　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
住
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
連
　
　
絡
　
　
先
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
を
訂
正
さ
れ
た
い
の
で
，
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
10条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。記

１
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　
　
　
登
録
番
号
　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
　
　
登
録
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

２
　
変
更
の
あ
っ
た
事
項

　
　
　
変

更
後

　
　
　
変

更
前

３
　
変
更
の
理
由
及
び
年
月
日

　
　
　
変
更
理
由

　
　
　
変
更
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
備
考
）

　
添
付
書
類

　
　
⑴
　
変
更
事
項
が
確
認
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
等

　
　
⑵
�　
免
許
証
へ
旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
追
加
，
変
更
を
希
望
す
る
場
合
は
，
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
戸

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
等
）



号外第９号　令和３年３月26日　金曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
5
号
（
第
10条
関
係
）

ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
登
録
消
除
申
請
書　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
住
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
届
出
義
務
者
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
連
　
　
絡
　
　
先
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
の
登
録
を
消
除
さ
れ
た
い
の
で
，
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
11

条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
消
除
す
る
者

　
　
　
本
籍
地
都
道
府
県
名

　
　
　
（
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
そ
の
国
籍
）

　
　
　
氏

名

　
　
　
生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
生

　
　
　
性

別

　
　
　
登
録
番
号
　
　
　
第
　
　
　
　
　
　
号

　
　
　
登
録
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

２
　
登
録
消
除
の
理
由

（
備
考
）

　
添
付
書
類
　
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証

様
式
第
6
号
（
第
11条
関
係
）

宮
城
県
収
入
証
紙

貼
り
付
け
欄

ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
書
換
え
交
付
申
請
書　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

住
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
　
絡
　
先
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
受
け
た
い
の
で
，
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
12条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
，
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　
　
　
登
録
番
号
　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
　
　
登
録
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

２
　
変
更
の
あ
っ
た
事
項

　
　
　
変

更
後

　
　
　
変

更
前

３
　
変
更
の
理
由

（
備
考
）

　
１
　
添
付
書
類

　
　
　
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証

　
２
　
宮
城
県
の
発
行
す
る
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。　
　



（11）　令和３年３月26日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
7
号
（
第
12条
関
係
）

宮
城
県
収
入
証
紙

貼
り
付
け
欄

ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
再
交
付
申
請
書　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

住
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
　
絡
　
先
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　

　
下
記
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
た
い
の
で
，
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
13条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

　
　
　
登
録
番
号
　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
　
　
登
録
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

２
　
再
交
付
申
請
の
理
由

（
備
考
）

　
１
　
免
許
証
を
破
り
，
又
は
汚
し
た
場
合
に
は
，
そ
の
免
許
証
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
２
　
宮
城
県
の
発
行
す
る
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

様
式
第
8
号
（
第
15条
関
係
）

宮
城
県
収
入
証
紙

貼
り
付
け
欄

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
受
験
願
書　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
所

　
　
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
名

　
　
生

年
月

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
生

　
　
連

絡
先
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
）

　
　
学
科
試
験
合
格
の
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
を
受
け
た
い
の
で
，
ふ
ぐ
の
処
理
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
15条
第
１
項
及
び
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
，
関
係
書
類
を
添
え
て
出
願
し
ま
す
。

（
備
考
）

　
１
　
添
付
書
類

　
　
⑴
�　
写
真
（
出
願
前
６
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
も
の
で
，
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。）

　
　
⑵
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
22年
法
律
第
26号
）
第
57条
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
　
⑶
�　
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
，
⑵
の
添
付
書
類
に
代
え
て
，
学
科
試
験
に
合
格

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
２
　
学
科
試
験
合
格
の
年
月
日
は
，
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
み
が
記
入
す
る
こ
と
。

　
３
　
宮
城
県
の
発
行
す
る
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。



号外第９号　令和３年３月26日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
９
号
（
第
16条
関
係
）

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
合
格
証
書

�
合
格
　
第
　
　
　
　
　
号
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
生
　

　
　
　
　
　
　
年
度
実
施
の
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　

様
式
第
１0号
（
第
16条
関
係
）

ふ
ぐ
処
理
者
試
験
学
科
試
験
合
格
証
明
書

�
合
格
　
第
　
　
　
　
　
号
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
生
　

　
　
　
　
　
　
年
度
実
施
の
ふ
ぐ
処
理
者
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

�
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　



（13）　令和３年３月26日　金曜日 号外第９号宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
六
号

　
　
　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
、
第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「㊞

」
を
削
り
、「第

10条
第
３
項

」
を
「第

10条
第
４
項

」
に
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産

業
規
格

」
に
、「第

６
条
第
２
項

」
を
「第

５
条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「㊞

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
、「の

提
出
に
併
せ
て
，
次
の
書
類

を
そ
れ
ぞ
れ
１
部
提
出

」
を
「に

は
，
次
の
書
類
を
添
付

」
に
、

「①　
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し

②　
財
産
目
録
の
副
本

」
を
「①　

登
記
事
項
証
明
書
２
部

（う
ち
写
し
１
部

）

②　
財
産
目
録
２
部

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改

め
る
。

　

様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に

改
め
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「㊞

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
、「の

提
出
に
併
せ
て
，
次
の
書

類
を
そ
れ
ぞ
れ
１
部
提
出

」
を
「に

は
，
次
の
書
類
を
添
付

」
に
、

「①　
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し

②　
財
産
目
録
の
副
本

」
を
「①　
登
記
事
項
証
明
書
２
部

（う
ち
写
し
１
部

）

②　
財
産
目
録
２
部

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
及
び
様
式
第
十
七
号
中
「㊞

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
八
号
及
び
様
式
第
十
九
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
二
十
号
中
「㊞

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、「職

員
給
与
の
支
給
に
関

す
る
規
定

〔２
部

〕」
の
下
に
「（た

だ
し
，
既
に
所
轄
庁
に
提
出
し
て
い
る
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
は
不
要

）」
を

加
え
、「，
資
産
の
譲
渡
等
に
関
す
る
事
項

」
を
削
り
、

「⑵　
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
の
料
金
，
条
件
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

⑶　
次
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
取
引
先
，
取
引
金
額
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

　
イ

�

　
収
益
の
生
ず
る
取
引
及
び
費
用
の
生
ず
る
取
引
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
，
取
引
金
額
の
最
も
多
い
も
の
か

ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
第
１
順
位
か
ら
第
５
順
位
ま
で
の
取
引

　
ロ　
役
員
等
と
の
取
引

⑷

�

　
寄
附
者

（当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
役
員
，
役
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
３
親
等
以
内
の
親
族
又

は
役
員
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
で
，
前
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
対
す
る

寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
二
十
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）の
氏
名
並
び
に
そ
の
寄
附
金
の
額
及
び
受

領
年
月
日

⑸　
給
与
を
得
た
職
員
の
総
数
及
び
当
該
職
員
に
対
す
る
給
与
の
総
額
に
関
す
る
事
項

⑹　
支
出
し
た
寄
附
金
の
額
並
び
に
そ
の
相
手
先
及
び
支
出
年
月
日

⑺　
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
金
額
及
び
使
途
並
び
に
そ
の
実
施
日

」

を「⑵　
次
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
取
引
先
，
取
引
金
額
そ
の
他
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

　
イ

�

　
収
益
の
生
ず
る
取
引
及
び
費
用
の
生
ず
る
取
引
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
，
取
引
金
額
の
最
も
多
い
も
の
か

ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
第
１
順
位
か
ら
第
５
順
位
ま
で
の
取
引

　
ロ　
役
員
等
と
の
取
引

⑶

�

　
寄
附
者

（当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
役
員
，
役
員
の
配
偶
者
若
し
く
は
３
親
等
以
内
の
親
族
又

は
役
員
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
で
，
前
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
対
す
る

寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
二
十
万
円
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）の
氏
名
並
び
に
そ
の
寄
附
金
の
額
及
び
受

領
年
月
日

⑷　
給
与
を
得
た
職
員
の
総
数
及
び
当
該
職
員
に
対
す
る
給
与
の
総
額
に
関
す
る
事
項

⑸　
支
出
し
た
寄
附
金
の
額
並
び
に
そ
の
相
手
先
及
び
支
出
年
月
日

⑹　
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
金
額
及
び
使
途
並
び
に
そ
の
実
施
日

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
、
様
式
第
二
号
の
改

正
規
定
（「第

10条
第
３
項

」
を
「第

10条
第
４
項

」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
十
九

号
ま
で
の
改
正
規
定
、
様
式
第
二
十
号
の
改
正
規
定
（「㊞

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
様
式
第
二
十
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
七
号



号外第９号　令和３年３月26日　金曜日 （14）宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　�

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城

県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
十
二
月
三
十
一
日
」
の
下
に
「（
法
第
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
又
は
法
第
六
条
の
二
第
四
項
若
し
く
は
法
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
を
受
け
た
場
合

は
、
省
令
別
表
第
一
第
二
の
項
第
三
号
に
規
定
す
る
地
域
連
携
薬
局
等
に
関
す
る
事
項
（
以
下
「
地
域
連
携
薬
局
等
に

関
す
る
事
項
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
又
は
更
新
の
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
）」
を

加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
情
報
」
の
下
に
「（
地
域
連
携
薬
局
等
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
中

「第
７
条
第
３
項
た
だ
し
書

第
17条
第
４
項

第
23条
の
２
の
14第
６
項

第
28条
第
３
項
た
だ
し
書

第
35条
第
３
項
た
だ
し
書

」
を

「第
７
条
第
４
項
た
だ
し
書

第
17条
第
８
項

第
23条
の
２
の
14第
13項

第
28条
第
４
項
た
だ
し
書

第
35条
第
４
項
た
だ
し
書

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に

よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等

の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
号

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
出
発
地
、
帰
着
地
又
は
目
的
地
が
次
に
掲
げ
る
地
域
の
い
ず
れ
か
に
存
す
る
場
合
で
あ

つ
て
、」
を
削
り
、「
古
川
駅
」
を
「
白
石
蔵
王
駅
、
古
川
駅
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
第
十
号
中
「
又
は
滞
在
」
を
「
若
し
く
は
滞
在
」
に
、「
条
例
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
「
そ

の
住
所
若
し
く
は
居
所
若
し
く
は
滞
在
地
か
ら
直
ち
に
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
後
の
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

　

道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
道
路
占
用
料
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

道
路
占
用
料
規
程
（
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
第
十
一
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
十
三
号
を
第

三
十
六
号
と
し
、
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

三�

十
三　

道
路
の
上
空
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
線
類
を
撤
去
し
道
路
の
地
下
に
埋
設
す
る
た
め
に
、
無
電
柱
化
の
推

進
の
観
点
か
ら
地
中
に
設
け
る
電
線
類
（
地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の

を
除
く
。）
及
び
こ
れ
ら
と
一
体
不
可
分
な
物
件
（
変
圧
器
等
の
地
上
機
器
（
柱
状
型
機
器
を
含
む
。）
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

　

三�

十
四　

電
線
類
が
上
空
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
道
路
に
お
い
て
、
無
電
柱
化
の
推
進
の
観
点
か
ら
地
中
に
設
け
る

電
線
類
（
地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
こ
れ
ら
と
一

体
不
可
分
な
物
件

　

三
十
五　

自
動
運
行
補
助
施
設

　

第
三
条
第
一
項
第
七
号
中
「
地
上
機
器
を
含
む
」
を
「
地
上
機
器
（
柱
状
型
機
器
を
含
む
。）
を
い
う
」
に
改
め
、

同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
削
り
、
第

十
三
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
十
六
条
」

を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　

十�

六　

道
路
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
占
用
物
件
の
設
置
に
合
わ
せ
て
当
該
占
用
に
係
る
区
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域
以
外
の
区
域
の
除
草
、
清
掃
そ
の
他
の
道
路
の
維
持
管
理
へ
の
協
力
が
行
わ
れ
る
場
合
の
も
の
に
限
る
。）　

条
例
に
定
め
る
占
用
料
の
十
分
の
九
に
相
当
す
る
金
額
を
減
じ
た
金
額

　

附
則
第
三
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
を
「
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ

と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
感
染
症
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
管
理
規
則
及
び
総
合
運
動
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
管
理
規
則
及
び
総
合
運
動
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
及
び
総
合
運
動
場
条
例

施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　
自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

自
然
の
家
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
九
条
中
「
第
六
条
第
五
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
、「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）

自
然
の
家
使
用
許
可
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
　
　
　
　
　
自
然
の
家
所
長
　
殿申
請
者
住
所
氏
名
又
は
名
称

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、

代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号

　
下
記
の
と
お
り
使
用
し
た
い
の
で
許
可
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

記

行
事
名
称

連
絡
先

氏
名

使
用
の
�

目
的

電
話
番
号

FA
X番
号

E
-m
ail

使
用
し
よ
う
�

と
す
る
�

人
員

使
用
し
よ
う

と
す
る
�

日
時
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
か
ら

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
ま
で

区
　
　
　
　
　
分

中
学
生
及
�

び
こ
れ
に
準

ず
る
者
以
下

高
校
生
及
�

び
こ
れ
に
準

ず
る
者

学
習
活
動
�

等
の
�

引
率
者

一
般

（
大
学
生
を

含
む
。
）

計
※
使
用
料

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

宿
泊

室
円

テ
ン
ト
サ
イ
ト

円
山

小
屋

円
コ

テ
ー

ジ
円

研修室等

研
修

室
円

オリエンテーション室
円

プ
レ
イ
ル
ー
ム

円
音

楽
室

円
会

議
室

円
コ
テ
ー
ジ

円
体

育
館

円
野
外
炊
飯
施
設

円
運

動
場

円
そ

の
他

円
備
考

（
注
）
※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
2
号
（
第
５
条
関
係
）

自
然
の
家
使
用
許
可
書

第
　
　
　
　
　
号
　
　

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

宮
城
県
　
　
自
然
の
家
所
長
　
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
自
然
の
家
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
許
可
し
ま

す
。

記

行
事
名
称

連
絡
先

氏
名

使
用
の
�

目
的

電
話
番
号

FA
X番
号

E
-m
ail

使
用
し
よ
う
�

と
す
る
�

人
員

使
用
し
よ
う

と
す
る
�

日
時

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
か
ら

　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
ま
で

区
　
　
　
　
　
分

中
学
生
及
�

び
こ
れ
に
準

ず
る
者
以
下

高
校
生
及
�

び
こ
れ
に
準

ず
る

者

学
習
活
動
�

等
の
�

引
率

者

一
般

（
大
学
生
を

含
む
。
）

計

男
女

男
女

男
女

男
女

男
女

宿
泊

室

テ
ン
ト
サ
イ
ト

山
小

屋

コ
テ

ー
ジ

研修室等

研
修

室

オリエンテ
ーション

室

プ
レ
イ
ル
ー
ム

音
楽

室

会
議

室

コ
テ
ー
ジ

体
育

館

野
外
炊
飯
施
設

運
動

場

そ
の

他
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様
式
第
三
号
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「様

式
第
４
号

」
を
「様

式
第
３
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「様

式
第
５
号

」
を
「様

式
第
４
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

千　
　

葉　
　

裕　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
―
六
十
七

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
七
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
を
「
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ

と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
感
染
症
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

　

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

千　
　

葉　
　

裕　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
―
二
十
六

　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
）

第
二
条　

給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
別
表
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

第
三
条　

給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
は
、
別
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　

第
七
条
中
「
掲
げ
る
割
合
（
」
を
「
定
め
る
割
合
（
」
に
、「
掲
げ
る
割
合
の
地
域
手
当
支
給
公
署
」
を
「
定
め
る

割
合
の
同
表
に
掲
げ
る
地
域
若
し
く
は
別
表
に
定
め
る
割
合
の
同
表
に
掲
げ
る
地
域
又
は
同
項
の
表
に
定
め
る
割
合
の

給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
又
は
」
を
「
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
若

し
く
は
別
表
に
掲
げ
る
地
域
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の

表
」
の
下
に
「
若
し
く
は
別
表
」
を
加
え
る
。

　

第
十
条
中
「
に
掲
げ
る
割
合
」
を
「
若
し
く
は
別
表
に
定
め
る
割
合
」
に
改
め
る
。

　

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

地　
　
　

域

支
給
割
合

千
代
田
区
を
除
く
東
京
都
特
別
区
内
の
地
域

百
分
の
二
十

豊
田
市

百
分
の
十
六

千
葉
市　

東
京
都
府
中
市

百
分
の
十
五

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
三
年
人
事
委
員
会
告
示
第
十
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
地
域
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

千　
　

葉　
　

裕　
　

一　
　
　

一�　

二
の
⑺
を
同
⑼
と
し
、
同
⑵
か
ら
⑹
ま
で
を
同
⑷
か
ら
⑻
ま
で
と
し
、
同
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

⑶　

給
与
条
例
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
割
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
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二
の
⑴
を
同
⑵
と
し
、
同
⑴
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

⑴　

給
与
条
例
第
十
一
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日


